
 

令和５年２月２７日 

都市整備政策部都市計画課     

 

地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び関連都市計画等の変更について 

 

 

１ 主旨 

 東京都が決定する東京都市計画用途地域等について、令和２年１月に変更に関する原案の作

成依頼を受け、区は令和３年度末に東京都へ原案を提出した。 

このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を変更し、併せて地区街づく

り計画を変更するため報告する。 

 

２ 一括変更の理由 

  用途地域の区域境は、原則として、道路、鉄道、河川、その他の地形地物等、土地の範囲を

明示するのに適当なもの（以下、「地形地物等」という。）を基準として定められており、用

途地域の区域境の基準となる地形地物等が変わった場合は、適切に見直す必要がある。 

東京都は、概ね８年ごとに用途地域の一斉見直しを実施してきたが、平成１６年以降、地域

の街づくりに合わせて地区計画を定め、用途地域を変更するものとした。それから約１８年が

経過し、地形地物等の改変（拡幅・付け替え等）が生じ、用途地域等の指定状況と現況との不

整合がみられることから、東京都は、用途地域等の変更を一括して実施することとした。 

 

３ これまでの経緯 

 令和２年 １月 東京都より原案作成依頼 

      ２月 都市整備常任委員会（区原案等の作成についての報告） 

      ６月 都市計画審議会（区原案等の作成についての報告） 

 令和３年 ９月 都市整備常任委員会（区原案の公告・縦覧、説明会開催の予告） 

     １０月 都市計画審議会（区原案の公告・縦覧、説明会開催の予告） 

１１月 都市計画変更（区原案）の公告・縦覧及び説明会開催 

令和４年 １月 都市計画審議会（説明会開催・１６条報告、区原案提出予告） 

     ２月 都市整備常任委員会（説明会開催・１６条報告、区原案提出予告） 

     ３月 東京都に区原案を提出 

      ４月 東京都が都市計画手続きを開始 

      ９月 都市整備常任委員会（１７条予告） 

１０月 都市計画審議会（１７条予告） 

１２月 都市計画法第１７条による変更（案）の公告・縦覧 

世田谷区街づくり条例第１４条による地区街づくり計画変更（案）の公告・縦 

覧 

令和５年 １月 都市計画審議会（諮問） 

２月 東京都都市計画審議会付議 

 

４ 地形地物等の変更に伴い変更する都市計画等の種類 

（１） 東京都市計画用途地域                 〔東京都決定〕 

【関連する都市計画等】 

 （２） 東京都市計画区域区分 ※区内変更なし         〔東京都決定〕 

  （３） 東京都市計画高度地区                 〔世田谷区決定〕 

（４） 東京都市計画防火地域及び準防火地域          〔世田谷区決定〕 

（５） 東京都市計画特別工業地区               〔世田谷区決定〕 
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（６） 東京都市計画文教地区                 〔世田谷区決定〕 

（７） 東京都市計画地区計画                 〔世田谷区決定〕 

（８） 東京都市計画防災街区整備地区計画           〔世田谷区決定〕 

（９） 東京都市計画沿道地区計画               〔世田谷区決定〕 

（１０）東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 〔東京都決定〕 

（１１）世田谷区街づくり条例による地区街づくり計画      〔世田谷区決定〕 

 

５ 変更の対象 

（１）用途地域の境界の基準としていた地形地物（道路や通路等）が変更した地区 

①地形地物の位置や形状が変更した場合 

②地形地物が無くなった場合 

③地形地物に変更はないが、現指定の用途地域の境界の位置や根拠が不明確となって 

 いる場合 

④既に沿道指定がされている都市計画道路の事業完了路線において、整備形状が都市 

 計画道路と異なる場合 

⑤既に沿道指定がされている都市計画道路以外の事業中路線において、道路拡幅によ 

る道路区域の変更がある場合 

⑥連続立体交差事業等により用途地域の境界の基準としていた線路中心等が変更した 

場合 

⑦隣接する行政区域間での調整が必要な場合 

（２）公園等の都市施設の土地利用の誘導等を図るべき地区 等 

 

地形地物等の改変の例 

１ 道路の付替え等による改変 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 鉄道の整備による改変 
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６ 区内全域の都市計画等変更箇所数【参考】 

   用途地域等      ４７箇所（高度地区、防火地域及び準防火地域、特別工業地区を含む） 

   地区計画等      １１地区 

   日影規制        ３箇所 

地区街づくり計画   １１地区 

 

７ 都市計画等変更（案）について【別紙１】 

 

８ 都市計画変更（案）及び地区街づくり計画変更（案）に対する縦覧・意見書について 

  縦覧期間    令和４年１２月１日～令和４年１２月１５日 

  意見書提出期間 令和４年１２月１日～令和４年１２月１５日 

  意見書の提出  なし 

 

９ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ４月 都市計画変更決定・告示（東京都・世田谷区）及び地区街づくり計画変更決 

定・告示 
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